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家庭は笑顔で暖かく！  
 2 月４日（水）に「子育てママパパのための子育てセミ

ナー」が市民会館で開かれ、男女共同参画推進員の瀬川真

弓さんが「ママとパパのコミュニケーション」の講演を行

いました。日ごろ忙しい毎日を過ごす子育てママと妊婦さ

んも、この時間は託児を利用してホッと一息。「同じ内容

を聞いても人により受け取り方が違います。人は言葉より

も表情やしぐさから相手の気持ちを受けるものです。」さ

らに瀬川さん自身の育児体験談を聞いてうなづく姿も。ゲ

ームでは初対面ながら話が弾み、「普段人と接する時間が

とれないので楽しかった」との声があがりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  入浴剤作りに挑戦。重曹とクエン

酸などの材料を合わせて混ぜる姿

は真剣そのもの。「どう？固まっ

た？」と大賑わいでした。 

 
 
 
                      

続いてアロマセラピストの渡辺喜美子さんが家庭で子

どもといっしょに手作りで楽しむアロマテラピーを伝授。

香りに包まれて新鮮な体験をした時間でした。 

             私の男女共同参画「一人ひとりが信頼と思いやりを」 
          

 
三和シャッター札幌工場長（恵庭市柏木） 

恵庭市男女共同参画審議会副会長 国冨 恒志さん 
 

後工程はお客様と認識して業務を遂行しよ

う！』と声をかけています。 
 

女性が社会で活躍する機会の多くなってい

る昨今では有りますが、私どもの工場におき

ましては、鉄を主にした重量物を扱っている

職場である事も有り、女性は１０％にも満た

ない状況です。そのような中、家庭（高齢者・

女性・子供）の幸せを考えると、家庭で待っ

ている家族の元に毎日、明るく・元気に帰宅

し、毎月の収入が確保され、家族の勤務会社

が誇れる事が、平凡では有りますが、一番の

幸せであろうと考えています。 

 
お互いが、信頼し、常に、明るく、相手を

思いやる気持ちと厳しさを持って、自分の役

割をまっとうして欲しいからです。 

 
 
 

それが、社会・家庭等の一人一人が関わる

全ての人を認め、尊敬する事に繋がると考

え、老若男女を問わず本当の平等な社会構成

となると考えるからです。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 最後になりますが、働く女性のみならず、

家庭を守り、子供を育てている、主婦（お母

さん）の方々も、役割の中では立派な男女共

同参画であると認識し、外で働く我々がもっ

と『ありがとう』の感謝の気持ちを表す事も

必要と考えています。 

そこで、私は、常日頃、従業員、及び、協

力業者の方々には『家族に見てもらいたい、

家族に働いている職場が誇れる工場にしよ

う！』『明るく・元気に仕事をしよう！』『前 



           ―ひとりで悩まずに相談を― 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 月 26 日から 28 日までの三日間、「石狩支庁地域ＤＶ被害者自立サポーター養成講座」

が札幌で開催されました。北海道では三日に一人の割合で、どこかに住む女性が駆け込みシ

ェルターに助けを求めて入所しているという現実があります。 

 母親がパートナーから暴力を受けている姿を見ている場合、そこにいる子どもも児童虐待

を受けていることになります（精神的もしくは身体暴力の場合も）。一度きりであったとして

も、心に傷を負うことに変わりはありません。 

また最近ではデートＤＶと言って、交際中の関係においてもＤＶ被害が起きています。過

度のやきもち、友達と会わせないなど、内容は様々ですが、これらの場合も下記の電話相談

先などが対応をしていますので、心当たりのあるときは迷わず相談するようにとのことでし

た。ＤＶは婚姻関係がある場合だけを指すわけではありません。悲劇が起きないように、自

分の身を守ることを第一に、身に危険を感じたら直ぐ相談です！ 
 
 
 

配偶者からの暴力・母子・ひとり親家庭・親子関係に関する相談 

恵庭市子ども家庭課 母子自立支援員 ℡：（３３）３１３１ 内線１２３１ 

就労・仕事について 

 ジョブガイド恵庭   ℡：(３５)３１００ 住所：恵庭市京町 56-1 明治安田生命恵庭ビル 3 階 

 

職場での男女差別、育児介護休業などに関する相談 

北海道労働局 雇用均等室 ℡：011(709)2715  

             住所：札幌市北区北 8 条西 2 丁目 1-1 第一合同庁舎 ３階 

女性がかかえる問題（DV・夫婦家庭の人間関係）についての相談 

北海道立女性相談援助センター ℡：011(666)9955 住所：札幌市西区西野３条９丁目 12-36 

（財）北海道立女性プラザ  ℡：011(251)6349  (人生相談・法律相談は事前に予約が必要です) 

               住所：札幌市中央区北２条西７丁目 かでる 2・7 ６階           

法律相談  

  無料法律相談 毎月第一・第四火曜日（午後）、第三火曜日（夜間） 

恵庭市広報広聴課あて事前に申込みが必要です。  ℡：(３３)３１３１（内線２３６３） 

 
                         
  家族との会話、夫婦のコミュニケーション。お互いの気持ちは伝わっていますか？ コミュニケーション 
 のコツを楽しく学べる講座です。ぜひお問い合わせの上申込みください。    申込先：広報広聴課 
 
 

出前講座のお問い合わせ 
情報紙ご感想をお待ちしています 
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